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個 人 情 報 保 護 制 度 の 法 体 系 に つ い て
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資料３



２

地 方 公 共 団 体 の 個 人 情 報 保 護 制 度 の あ り 方 （ 改 正 の 概 要 ）



改 正 法 と 現 行 条 例 の 相 違 点 （ 例 ）

改正法 現行条例

個人情報等の定義
・従来の民間事業者における定義に統一 ・民間事業者における定義は採用していない

要配慮個人情報の定義
・法定の情報に加え条例で独自に追加可能 ・収集を制限する個人情報の規定は存在

個人情報ファイル簿の整備
・1000件以上のデータベースに関する帳簿を公表 ・保有個人情報取扱事務について届出書を公表

匿名加工情報に関する制度
・個人情報ファイル簿を基に加工の提案を募集 ・このような制度は設けていない

開示請求できる者
・本人及び法定代理人に加え、任意代理人も可能 ・任意代理人は認めていない

不開示情報
・国の規定(全７号)に統一(一部条例で追加可能) ・情報公開条例の整合等を踏まえ全11号を規定

決定期限
・国の規定(原則30日以内)に統一(条例で短縮可能) ・原則14日以内

手数料
・実費(請求手数料＋写しの費用等)の範囲内で規定 ・請求手数料は徴収していない

審査会・審議会の位置付け
・法律(行政不服審査法を含む)を根拠に運用等 ・個人情報保護条例に基づき設置・運用

事業者・出資団体等
・民間部門等は個人情報保護委員会が指導・監督 ・個人情報保護条例に基づき指導等

３※ 太字については、専門部会で検討している課題



令 和 ３ 年 改 正 法 の 今 後 の 想 定 ス ケ ジ ュ ー ル
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